
Information町からのお知らせ　【12月】

男
女
共
同
参
画

町総務課　 TEL 096－234－1140（内線223）

■
「
Ｍ
字
カ
ー
ブ
」
～
日
本
女
性
の

　
労
働
力
率
の
特
徴

　

県
で
は
、
日
本
の
女
性
の
年
齢
階
級

別
労
働
力
率
（
15
歳
以
上
人
口
に
占
め

る
労
働
力
人
口
の
割
合
）
は
、
25
歳
か

ら
39
歳
ま
で
の
と
こ
ろ
に
谷
が
で
き
る

Ｍ
字
型
の
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
の
が

特
徴
で
す
。
こ
れ
は
、
就
職
は
し
た
も

の
の
、
20
代
後
半
か
ら
出
産
や
育
児
の

た
め
に
職
を
離
れ
る
人
が
増
加
し
、
40

代
前
後
で
再
び
就
職
す
る
人
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
男
女
の
性
別
役
割

分
担
（
女
性
は
家
庭
、
子
育
て
の
中
心

は
母
親
）
と
い
う
社
会
の
慣
習
が
根
強

い
こ
と
の
ほ
か
、
企
業
な
ど
の
女
性
労

働
に
対
す
る
考
え
、
子
育
て
を
支
援
す

る
社
会
体
制
の
不
備
な
ど
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
男
性
と
比
べ
、
女
性
の
賃
金
や

管
理
職
の
割
合
が
低
い
な
ど
、
男
性
と

女
性
の
間
に
格
差
が
生
じ
て
い
る
現
状

が
あ
り
、
女
性
の
社
会
参
画
は
厳
し
い

状
況
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

■
２
０
２
０
年
・
30
㌫
目
標

　

国
で
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に

お
い
て
、
２
０
２
０
年
ま
で
に
指
導
的

地
位
に
女
性
が
占
め
る
割
合
を
少
な
く

と
も
30
㌫
程
度
と
す
る
目
標
を
決
め
、

取
り
組
み
や
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
労
働
人

口
を
補
う
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
新
し

い
発
想
に
よ
る
技
術
の
革
新
な
ど
が
重

要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
仕
事
と
家
庭

を
両
立
さ
せ
、
長
く
勤
め
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
や
、
男
女
平
等
な
職
場
環

境
を
つ
く
る
こ
と
も
進
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

今
後
、
日
本
の
女
性
の
活
躍
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

就業の分野における
男 女 共 同 参 画

今 後、日 本 の 女 性 の 活 躍 が 期 待 さ れ ま す

国
民
年
金

町住民生活課　 TEL 096－234－1113　（内線104）　

■
国
民
年
金
後
納
制
度
で
将
来
の
年

　
金
受
け
取
り
額
を
増
や
せ
ま
す

　

国
民
年
金
後
納
制
度
と
は
、
時
効
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
国
民
年

金
保
険
料
に
つ
い
て
、
平
成
30
年
９
月

ま
で
の
期
間
に
限
り
、
過
去
５
年
分
ま

で
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
年

金
額
が
増
え
た
り
、
納
付
し
た
期
間
が

不
足
し
て
年
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た

方
が
年
金
受
給
資
格
を
得
ら
れ
た
り
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

過
去
５
年
間
に
納
め
忘
れ
の
保
険
料

が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
後
納
制
度
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
年
金
加
入

者
ダ
イ
ヤ
ル
ま
た
は
熊
本
東
年
金
事
務

所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
過
去
５
年
と
は
、
納
め
よ
う
と
す
る

　

月
前
５
年
以
内
の
期
間
で
す
。

▼
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
で
、
５
年

　

以
内
に
納
め
忘
れ
の
期
間
（
免
除
以

　

外
）
や
未
加
入
期
間
が
あ
る
方

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、
①
の

　

期
間
の
ほ
か
任
意
加
入
中
に
納
め
忘

　

れ
の
あ
る
方

③
65
歳
以
上
の
方
で
、
老
齢
年
金
の
受

　

給
資
格
が
な
く
任
意
加
入
中
の
方
な
ど

※
60
歳
以
上
で
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

　

取
ら
れ
て
い
る
方
は
、
申
込
み
で
き

　

ま
せ
ん
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

●
年
金
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

TEL
０
５
７
０
‐
０
０
３
‐
０
０
４　

　

０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お
か
け

に
な
る
場
合
は
、
次
の
番
号
に
お
掛
け

く
だ
さ
い
。

　

TEL
０
３
‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

・
月
～
金
曜
日　

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

・
第
２
土
曜
日　

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
基
礎
年
金

　

番
号
が
分
か
る
も
の
を
ご
用
意
く
だ

　

さ
い
。

※
祝
日
（
第
２
土
曜
日
は
除
く
）、
12

　

月
29
日
～
１
月
３
日
は
ご
利
用
で
き

　

ま
せ
ん
。

●
熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

詳しくは町住民生活課にお問い合わせください

国民年金保険料の納め
忘れはありませんか

人
権

町民センター　 TEL 096－234－2459

■
12
月
４
日
（
月
）
～
10
日
（
日
）

　
は
甲
佐
町
「
人
権
週
間
」
で
す

　

本
町
で
は
、
毎
年
世
界
人
権
宣
言
が

採
択
さ
れ
た
12
月
10
日
を
「
人
権
デ

ー
」
と
定
め
、
12
月
４
日
か
ら
10
日
ま

で
を
「
人
権
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

同
週
間
は
、
憲
法
で
保
障
す
る
基
本

的
人
権
の
尊
重
と
町
民
の
人
権
意
識
の

高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
同
実
行

委
員
会
、
町
、
町
教
育
委
員
会
が
主
催
。

期
間
中
は
町
民
集
会
や
人
権
パ
レ
ー
ド

を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
、
町
内
の
小
・

中
学
生
、
高
校
生
の
啓
発
作
品
を
町
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
モ
ー

ル
な
ど
に
展
示
し
ま
す
。

　

特
設
人
権
（
法
律
）
相
談
で
は
、
弁

護
士
が
法
律
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

■
町
民
集
会

▼
開
催
日
時　

　

12
月
９
日
（
土
）
午
前
９
時
10
分

▼
会
場

　

町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

▼
内
容

●
オ
ー
プ
ニ
ン
グ　

な
ご
み
太
鼓

●
人
権
講
演

・
講
師　

松
川
由
美
さ
ん
（
モ
バ
イ

　

ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
所
代
表
）

・
演
題
「
ネ
ッ
ト
社
会
に
潜
む
人
権
問

　

題
」

●
小
・
中
学
生
の
人
権
作
文
発
表

●
甲
佐
高
校
の
生
徒
に
よ
る
体
験
活
動

　

発
表

●
人
権
パ
レ
ー
ド

■
特
設
人
権
（
法
律
）
相
談

▼
開
設
日
時　

　

12
月
４
日
（
月
）
午
前
９
時
～
正
午

▼
会
場

　

町
民
セ
ン
タ
ー

■
人
権
作
品
の
展
示

　

期
間
中
、
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生

徒
に
よ
る
硬
筆
、
習
字
、
甲
佐
高
校
生

徒
の
標
語
、
松
橋
西
支
援
学
校
上
益
城

分
教
活
動
内
容
作
品
を
町
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
モ
ー
ル
に
展
示

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

町民集会や法律相談
などを開催します

詳しくは町民センターにお問い合わせください

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　 TEL 096－234－1113（内線106）　

■
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
届

　
け
は
お
済
み
で
す
か
？

　

国
民
健
康
保
険
は
、
74
歳
ま
で
の
社

会
保
険
（
職
場
の
健
康
保
険
で
共
済
・

船
員
保
険
も
含
む
）
の
被
保
険
者
お
よ

び
そ
の
被
扶
養
者
を
除
く
す
べ
て
の
人

に
加
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　

社
会
保
険
を
脱
退
ま
た
は
加
入
な
ど

資
格
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
町
住

民
生
活
課
へ
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
国
民
健
康
保
険
へ
の
届
け
出
が
必

　
要
な
手
続
き

●
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
届

▼
届
け
出
が
必
要
な
場
合

　

社
会
保
険
を
脱
退
し
た
場
合 

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

社
会
保
険
を
脱
退
し
た
証
明
書
ま

た
は
離
職
票
、
印
か
ん

▼
手
続
き
が
遅
れ
る
と

　

社
会
保
険
の
資
格
喪
失
日
ま
で
さ
か

の
ぼ
っ
て
国
民
健
康
保
険
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
の
脱
退
届

▼
届
け
出
が
必
要
な
場
合

　

社
会
保
険
に
加
入
し
た
場
合 

▼
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

社
会
保
険
被
保
険
者
証
、
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
、
印
か
ん 

▼
手
続
き
が
遅
れ
る
と

　

国
民
健
康
保
険
税
が
課
税
さ
れ
た
ま

ま
と
な
り
ま
す 

。

■
社
会
保
険
の
被
扶
養
者
に
な
れ
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認
を

　

同
じ
世
帯
に
会
社
の
社
会
保
険
の
被

保
険
者
が
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
の
被

扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
扶
養
認
定
が
で
き
る
か
ど
う

か
は
、
お
勤
め
先
に
相
談
く
だ
さ
い
。

■
所
得
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告

を
し
な
い
と
、
国
保
税
の
軽
減
が
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
り
医
療
費
の
限
度
額
認

定
区
分
の
正
し
い
判
定
が
で
き
な
か
っ

た
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
が
お
済
み
で
な
い
人
は
、
町
税

務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

12月は国民健康保険
制度適用適正化月間

詳 し い 内 容 は 町 住 民 生 活 課 ま で

日 本 女 性 の 労 働 力 率 の 特 徴
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